
別紙様式１２

文部科学省共済組合広島大学支部長　　殿

○○室□□グループ

○○県○○市○○区○○○○

広大　　共済 （署名）

Ｓ 3 2 年 1 月 1 日生
（ 才 ）

私は、国家公務員共済組合法第１２６条の５の規定に基づく任意継続組合員となることを

希望します。

（注） 掛金の払込方法については、「月掛け」又は「前納（６ｶ月）」又は「前納（１２ｶ月）」
のいずれかを選択（○）してください。
※欄は、中途退職による場合で、共済組合担当の指示によってください。
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円

20

退 職 時 の 標 準 報 酬 の 月 額
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年

退 職 年 月 日

主 査副 Ｇ Ｌ

令 和 年 月 日

グ ル ー プ 員Ｇ Ｌ

1234567800

所 属

第 級

※前納（　　　ｶ月）

掛 金 の 払 込 方 法
月掛け・前納（６ｶ月）・前納（１２ｶ月）

生年月日

退 職 時 の 組 合 員 証 番 号

任　意　継　続　組　合　員　と　な　る　こ　と　の　申　出　書

組 合 員 期 間

退職後、転居により住所が変わる場合は、

変更後の住所をご記入ください。
また、「組合員証等記載事項変更申告書」
をこの申出書と共にご提出ください。

いずれかに必ず○を
してください。

不明な場合は空白でご提出ください。

記入の仕方

以下の場合は

任意継続組合員にはなれません！
※退職後、再雇用・再就職などで他の

健康保険（共済・社会保険等）に加入する場合

※家族の被扶養者となる場合

【本申出書ご提出後の流れ】
1.共済担当者➡申請者
「任意継続掛金額決定通知書」を学内便で送付します。
ご自宅等へ送付希望のある方は共済組合へお申し出
ください。

2.申請者
掛金額決定通知書に基づき、振込期限までに掛金を
お振込みください。

・任意継続組合員になることができるのは、退職日の前日までに引き続き１年以上

共済組合員であった方です。

・月掛を希望される方・・・退職日から２０日以内に申出書を提出し、かつ、掛金の

払い込みを完了してください。

・前納を希望される方・・・退職日前までに申出書を提出し、かつ、退職日までに

掛金の払い込みを完了してください。

退職時に扶養認定されている被扶養者について、引き続き認定が必要な場合は

「被扶養者申告書」をご提出ください。

※認定する被扶養者の収入額にご注意ください。

扶養認定が不要の方は、被扶養者について資格喪失証明書を発行いたしますので、

共済組合へお申し出ください。


